
消
費
生
活
相
談
だ
よ
り

　
地
震
な
ど
の
災
害
発
生
後
は
、
被
災
地
域

以
外
で
も
災
害
に
便
乗
し
た
詐
欺
的
ト
ラ
ブ

ル
や
悪
徳
商
法
が
多
数
発
生
し
ま
す
。
役
場

な
ど
の
公
的
機
関
を
か
た
る
詐
欺
的
な
電
話

も
増
え
る
の
で
、十
分
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▼
相
談
事
例

◎�

「
町
で
地
震
の
義
援
金
を
集
め
て
い
る
の

で
寄
付
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
不
審
な
電

話
が
か
か
っ
て
き
た
。

◎�

役
場
を
名
乗
り
、「
被
災
地
域
に
送
る
物

品
を
集
め
る
た
め
に
、
地
域
を
訪
問
し
て

回
っ
て
い
ま
す
。
寄
付
し
て
も
良
い
不

要
な
洋
服
や
食
器
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
」
と
い
う
電
話
が
あ
っ
た
。

◎�

公
的
機
関
と
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
か
た
る

電
話
で
「
被
災
地
に
義
援
金
を
送
る
の
で

寄
付
し
て
ほ
し
い
」
と
お
金
を
振
り
込
ま

せ
よ
う
と
し
て
き
た
。

▼
ア
ド
バ
イ
ス

◎�

不
審
な
電
話
は
す
ぐ
に
切
り
、
来
訪
の
申

し
出
が
あ
っ
て
も
断
っ
て
く
だ
さ
い
。
訪

問
さ
れ
て
家
の
中
に
入
れ
て
し
ま
う
と
、

貴
金
属
を
安
値
で
買
い
取
り
さ
れ
た
り
、

ガ
ソ
リ
ン
代
や
人
件
費
を
請
求
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎�

公
的
機
関
が
各
家
庭
に
電
話
等
で
義
援
金

を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
的
機

地
震
な
ど
の
災
害
に
便
乗
し
た

詐
欺
的
な
電
話
に
ご
注
意
‼

暮らしの情報欄

商
工
会
だ
よ
り

関
を
名
乗
っ
て
連
絡
が
あ
っ
た
場
合
に
は

す
ぐ
に
は
応
じ
ず
、
ま
ず
は
当
該
機
関
に

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◎�

少
し
で
も
不
安
を
感
じ
た
ら
、
す
ぐ
に
消

費
生
活
相
談
窓
口
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

〈
参
考
：
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
・
消
費
者
庁
・

金
融
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〉

■
商
工
会
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

　
商
工
会
は
、
中
小
規
模
事
業
者
の
経
営
支

援
を
目
的
と
し
た
経
済
団
体
で
す
。

▽
主
な
事
業

　
経
営
相
談
、
経
営・事
業
計
画
策
定
支
援
、

創
業
支
援
、
事
業
承
継
支
援
、
補
助
金
申
請

支
援
、
講
習
会
、
相
談
会
の
開
催
、
無
料
専

門
家
派
遣
、
金
融
斡
旋
支
援
、
税
務
申
告
支

援
、
労
働
保
険
事
務
支
援
、
一
般
共
済
保
険

斡
旋
、
経
営
支
援
共
済
な
ど
の
斡
旋
、
そ
の

他
、
各
種
情
報
提
供
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事

業
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

▽
加
入
の
手
続
き

　
商
工
会
所
定
の
加
入
申
込
書
に
ご
記
入
の

上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽
加
入
金　
５
０
０
０
円
（
加
入
時
の
み
）

▽
会
費
（
口
座
振
替
に
て
）

　
個
人　
月
１
５
０
０
円

　
法
人　
月
２
０
０
０
円

　
特
別
会
員　
月
５
０
０
円

※�

特
別
会
員
…
商
工
業
者
で
は
な
い
が
、
商

工
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
事
業
な
ど
に
ご

協
力
い
た
だ
け
る
方

▽
主
な
活
動

　
町
主
催
行
事
へ
の
参
加
、
県
お
よ
び
県
南

青
年
部
事
業
へ
の
協
力

▽
年
会
費　
１
万
２
０
０
０
円

【
女
性
部
】

▽
加
入
資
格

　
商
工
会
員
で
あ
る
事
業
者
ま
た
は
そ
の
配

偶
者
・
親
族
で
あ
り
、
そ
の
事
業
に
従
事
し

て
い
る
女
性
の
方

▽
主
な
活
動

　
地
域
振
興
な
ど
（
町
主
催
行
事
へ
の
参
加

な
ど
、
地
域
商
工
業
の
発
展
と
ま
ち
づ
く
り

の
原
動
力
と
し
て
、
積
極
的
に
活
動
し
て
い

ま
す
）

▽
年
会
費　
３
０
０
０
円

■�
商
工
会
青
年
部
員
・
女
性
部
員
を

募
集
し
て
い
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先

①
ま
ち
未
来
創
造
課
　
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
毎
週
月
・
水
曜
日

　
午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時

　
リ
モ
ー
ト
相
談
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
４
６
）

②
茨
城
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

�

平
日
と
日
曜
日
（
日
曜
日
は
電
話
の
み
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時（
日
曜
日
は
４
時
ま
で
）

　
☎
０
２
９
‐
２
２
５
‐
６
４
４
５

③
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）

　

�

土
・
日
曜
日
、
祝
日

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
☎
１
８
８
（
い
や
や
！
）

※�

他
市
町
村
へ
の
ご
相
談
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　
利
根
町
商
工
会
（
利
根
町
布
川
２
９
４
７
）

　
☎
68
‐
７
４
１
７

個
人
住
民
税
の
定
額
減
税
に
つ
い
て

　
3
月
28
日
に
参
議
院
本
会
議
で
可
決
し
た

「
2
0
2
4
年
度
税
制
改
正
関
連
法
」
に
お
い
て
、

賃
金
上
昇
が
物
価
高
に
お
い
つ
い
て
い
な
い
国
民
の

負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、
デ
フ
レ
脱
却
の
た
め
の
一

時
的
な
措
置
と
し
て
、
令
和
６
年
度
個
人
住
民
税
の

定
額
減
税
が
６
月
よ
り
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、
左
記

の
と
お
り
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

▼�

対
象
者　
令
和
６
年
度
の
個
人
住
民
税
に
か
か
る　

合
計
所
得
金
額
が
１
８
０
５
万
円
以
下
の
方

▼�

定
額
減
税
額

・
本
人
１
万
円

・�

控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
1
人
に
つ

き
１
万
円

※
同
一
生
計
配
偶
者
、
国
外
居
住
者
は
除
く

▼
徴
収
区
分
ご
と
の
実
施
方
法
に
つ
い
て

・�

給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収（
給
与
天
引
き
の
方
）

　
６
月
分
に
つ
い
て
は
徴
収
せ
ず
、
定
額
減
税
後
の

税
額
を
７
月
分
か
ら
令
和
７
年
５
月
分
ま
で
の
11
回

の
分
割
で
徴
収
し
ま
す
。

・�

普
通
徴
収
（
口
座
引
き
落
と
し
や
納
付
書
で
納
付

す
る
方
）

　

定
額
減
税
前
の
税
額
で
算
出
さ
れ
た
税
額
の
う

ち
、
第
１
期
分
の
税
額
か
ら
控
除
を
行
い
、
控
除
し

き
れ
な
い
分
に
つ
い
て
は
第
２
期
分
以
降
か
ら
順
次

控
除
し
ま
す
。

・�

公
的
年
金
等
の
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
（
年
金
天

引
き
の
方
）

　
定
額
減
税
前
の
税
額
で
算
出
さ
れ
た
税
額
の
う
ち

10
月
分
か
ら
控
除
を
行
い
、
控
除
し
き
れ
な
い
分
に

つ
い
て
は
12
月
分
以
降
か
ら
順
次
控
除
し
ま
す
。

・�

定
額
減
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

　
定
額
減
税
の
対
象
と
な
ら
な
い
均
等
割
の
み
課
税

さ
れ
る
方
、
合
計
所
得
金
額
が
1
8
0
5
万
円
を

超
え
る
方
は
、
従
来
通
り
の
徴
収
と
な
り
ま
す
。

▼
そ
の
他

・�

個
人
住
民
税
が
非
課
税
の
方
、
均
等
割
の
み
課
税

の
方
は
、
定
額
減
税
は
実
施
さ
れ
ま
せ
ん
。

・�

定
額
減
税
は
、
他
の
税
額
控
除
を
適
用
し
た
後
の

所
得
割
の
金
額
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

・�

ふ
る
さ
と
納
税
の
控
除
上
限
額
の
算
出
は
、
定
額

減
税
前
（
調
整
控
除
後
）
の
所
得
割
額
に
よ
っ
て

算
出
し
ま
す
。

・�

控
除
対
象
配
偶
者
を
除
く
同
一
生
計
配
偶
者
（
国

外
居
住
者
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
７
年
度

分
の
所
得
割
の
額
か
ら
１
万
円
を
控
除
し
ま
す
。

・�

定
額
減
税
に
つ
い
て
は
、
６
月
頃
送
付
予
定
の
令

和
６
年
度
納
税
通
知
書
に
記
載
い
た
し
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
令
和
６
年
度
の
納
税
通
知
書
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※�

非
課
税
の
方
は
納
税
通
知
書
の
送
付
は
あ
り
ま
せ

ん
。

☆
定
額
減
税
補
足
給
付
金
（
調
整
給
付
金
）
に
つ
い

て
☆

　
定
額
減
税
の
対
象
者
で
、
定
額
減
税
可
能
額
が
減

税
前
所
得
割
額
を
上
回
る
（
減
税
し
き
れ
な
い
）
方

へ
、
そ
の
差
額
を
１
万
円
単
位
で
給
付
し
ま
す
。

　
対
象
の
方
へ
の
通
知
の
送
付
時
期
お
よ
び
給
付
時

期
は
現
在
調
整
中
の
た
め
、
詳
細
が
決
ま
り
ま
し
た

ら
、
広
報
と
ね
お
よ
び
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
　
税
務
課　
町
民
税
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
３
）

広
報
と
ね
４
月
号
の
お
詫
び
と
訂
正

市町村火災発生状況

建物 林野 車両 その他
龍ケ崎市 21 １ ６ 13
　牛久市 10 １ １ 11
　稲敷市 11 ２ １ 28
　阿見町 10 ０ ０ 10
　利根町 ３ ０ １ ６
　河内町 ４ ０ ０ ６
　美浦村 ６ ０ ０ ４
　合計 65 ４ ９ 78

傷病者程度別搬送状況

０　　　2,000　　　4,000　　　6,000　　　8,000（人数）

死　亡

重　症

中等症

軽　傷

その他 1

290

1,207

6,626

7,293

◇
お
詫
び
と
訂
正

　
広
報
と
ね
４
月
号
の
掲
載
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で

訂
正
い
た
し
ま
す
。

◇
掲
載
個
所

　
24
ペ
ー
ジ
「
令
和
５
年
消
防
ミ
ニ
白
書
」
市
町
村
火
災
発
生

状
況
お
よ
び
傷
病
者
程
度
別
搬
送
状
況

　
正
し
く
は
左
記
の
通
り
で
す
。
町
民
の
皆
さ
ま
並
び
に
関
係

各
位
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
と
と

も
に
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
青
年
部
】

▽�

加
入
資
格

　
商
工
会
に
加
入
し
て
い
る
、
45
歳
ま
で
の

経
営
者
な
ら
び
に
後
継
者
の
方
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